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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年2月26日(2009.2.26)

【公表番号】特表2009-501440(P2009-501440A)
【公表日】平成21年1月15日(2009.1.15)
【年通号数】公開・登録公報2009-002
【出願番号】特願2008-520879(P2008-520879)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/12     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/316    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  27/12    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  21/316   　　　Ｐ
   Ｈ０１Ｌ  21/316   　　　Ｘ

【手続補正書】
【提出日】平成20年12月16日(2008.12.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレクトロニクス、オプトエレクトロニクス、又は光学の分野で使用するための基板（
１）上に堆積された厚い絶縁層（２）の粗さを減少させる方法であって、
　２０ｎｍ以上の厚さを有し、２μｍ×２μｍのスキャン幅にわたって３オングストロー
ムＲＭＳ以上の粗さを有する絶縁層（２）を、第１のいわゆる「ドナー」基板（１）上に
堆積するステップと、
　内部のガス圧力が０．２５Ｐａから３０Ｐａに設定されたチャンバ内で形成されたガス
プラズマを用いて、前記絶縁層（２）の自由表面（２０）の平滑化処理（ＳＰ）を行うス
テップであって、前記プラズマは、無線周波発生器ＲＦを用いて生成され、前記無線周波
発生器ＲＦは、前記絶縁層（２）に０．６Ｗ／ｃｍ２から１０Ｗ／ｃｍ２のパワー密度を
印加可能なパワーで作動し、前記平滑化処理の継続時間は、１０秒から２００秒の範囲内
であるステップと、
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ドナー基板（１）の内部に脆化域（１０）が形成され、いわゆる「活性」層（１１
）と残りの部分（１２）とが前記ドナー基板（１）内に定められることを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記脆化域（１０）が、原子種の注入により形成され、前記平滑化プラズマ処理（ＳＰ
）が、前記原子種の注入前に行われることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記絶縁層（２）の前記自由表面（２０）上に、第２のいわゆる「レシーバー」基板（
３）を接合させることを更に含むことを特徴とする請求項２又は３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ドナー基板（１）の前記残りの部分（１２）を前記脆化域で切り離し、前記活性層
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（１１）及び前記絶縁層（２）を前記レシーバー基板（３）に転写することを更に含むこ
とを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記絶縁層（２）の前記自由表面（２０）を洗浄し、
　前記絶縁層（２）の前記自由表面（２０）の活性化プラズマ処理（ＡＰ）を行う、
　ことを更に含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記絶縁層（２）の前記活性化プラズマ処理（ＡＰ）は、内部のガス圧力が約７Ｐａに
設定されたチャンバ内で形成されたガスプラズマを用いて行われ、前記絶縁層（２）の前
記自由表面（２０）の前記洗浄は、化学的な洗浄を含むことを特徴とする請求項６に記載
の方法。
【請求項８】
　前記絶縁層（２）は、窒化膜、酸窒化膜、又は酸化膜であることを特徴とする請求項１
乃至７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記絶縁層（２）は、減圧化学気相成長法（ＬＰＣＶＤ）により堆積される酸化膜であ
ることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記絶縁層（２）は、テトラエチルオルトシリケートから出発する減圧化学気相成長法
（ＴＥＯＳ　ＬＰＣＶＤ）により得られる二酸化シリコン膜（ＳｉＯ２）であり、４０Ｐ
ａから２００Ｐａの範囲内の圧力で堆積されることを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記絶縁層（２）の前記自由表面（２０）の前記平滑化処理（ＳＰ）は、３Ｐａから１
３Ｐａの範囲内の前記チャンバ内部のガス圧力で行われ、前記プラズマを形成するのに用
いられる前記ガスは、酸素（Ｏ２）、アルゴン（Ａｒ）、窒素（Ｎ２）、及びこれらのガ
スの混合物の中から選択され、前記平滑化処理の前記継続時間は、３０秒から１２０秒の
範囲内であることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記絶縁層（２）の緻密化アニーリングを行うことを含み、前記アニーリングは、７０
０℃から１０００℃の温度で、数分間から数時間の継続時間にわたり、酸化雰囲気中又は
中性雰囲気中で行われることを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の方法
。
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